
人間文化研究機構の機構長の任期に関する規程

平成１６年１０月２１日

人間文化研究機構規程第８０号

一部改正 平成２５年３月１２日

一部改正 平成３０年２月２８日

（目的）

、 （ 。 「 」 。）第１条 この規程は 国立大学法人法 平成１５年法律第１１２号 以下 法 という

第２６条において準用する法第１５条第１項に規定する機構長の任期について定めるこ

とを目的とする。

（任期）

第２条 機構長の任期は、４年とし、再任の任期は、２年とする。ただし、引き続き６年

を超えて在任することはできない。

２ 前項の規定にかかわらず、任期の始期が４月１日でない者に係る任期は、当該任期の

始期から３年を経過した日の属する年度の末日までとする。

附 則

１ この規程は、平成１６年１０月２１日から施行する。

２ この規程の施行日において、現に機構長である者の任期の始期は、任命の日からとす

る。

附 則

１ この規程は、平成２５年３月１２日から施行する。

２ この規程施行の際現に機構長である者に対する改正後の第２条の規定の適用については、

同条本文中「６年」とあるのは「８年」と読み替えるものとする。

附 則

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。


